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※個人の発病や重症化を防ぐことを目的に行う
　予防接種です。

予防接種法に基づき、行われる予防接種です。

対象となる65歳の誕生日の前月下旬頃に個別に通知します。

＜対 象 者＞ ①接種日時点で65歳のかた（65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで）
　　　　　 　②60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器、免疫機能に重い障害（身体障害者手帳１級
　　　　　　　程度）のあるかた
＜実施期間＞　 令和７年４月１日（火）～令和８年３月31日（火）

対象のかたで、予防接種を希望するかたへ接種料金の一部（生活保護世帯のかたは全額）を公費助成します。
接種方法等については、通知をご確認ください。

＜令和７年度の対象者＞ 
①以下の生年月日に該当し、過去に帯状疱疹ワクチンを接種したことのないかた 

②60歳以上65歳未満で、免疫機能に重い障害（身体障害者手帳１級程度）があり、過去に帯状疱疹ワ
クチンを接種したことのないかた 
※②に該当し、接種を希望するかたは、事前に健康課へお問い合わせください。 

＜実施期間＞ 令和７年４月１日（火）～令和８年３月31日（火） 

接種方法等については、通知をご確認ください。

65歳 　　　 昭和35年4月2日 ～ 昭和36年4月1日生

70歳 　　　 昭和30年4月2日 ～ 昭和31年4月1日生

75歳 　　　 昭和25年4月2日 ～ 昭和26年4月1日生

80歳 　　　 昭和20年4月2日 ～ 昭和21年4月1日生

85歳 　　　 昭和15年4月2日 ～ 昭和16年4月1日生

90歳 　　　 昭和10年4月2日 ～ 昭和11年4月1日生

95歳 　　　 昭和 5年4月2日 ～ 昭和 6年4月1日生

100歳以上　　 大正15年4月1日以前に生まれたかた 

※個人の発病や重症化を防ぐことを目的に行う予防接種です。

　これまで接種を受けていないかたへ、令和７年度～令和11年度の５年間で１人に１回、定期接種の機会
を設けています。対象のかたで、予防接種を希望するかたへ接種料金の一部（生活保護世帯のかたは全額）
を公費助成します。なお、定期接種の対象年度のみ助成が受けられます。

＜定期予防接種＞


